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少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
も
、

公
的
年
金
制
度
が
大
丈
夫
な
理

由
と
は
？

　
　
　

年
齢
区
分
を
固
定
せ
ず
に

見
れ
ば
、
見
え
方
が
変
わ
る
。

平
均
余
命
の
伸
び
に
応
じ
て
、

働
く
期
間
が
伸
び
、
保
険
料
の

拠
出
期
間
も
伸
び
る
こ
と
で
、

年
金
水
準
は
維
持
で
き
る
。

【
解
説
】�

１
．
平
均
余
命
の
伸
び

　

65
歳
の
人
の
平
均
余
命
は
、
女

性
が
24
・
88
年
（
89
・
88
歳
ま
で

生
き
る
）
で
、
男
性
が
19
・
97
年

（
84
・
97
歳
ま
で
生
き
る
）
で
あ
る
。

65
歳
の
女
性
の
62
％
、
男
性
の
37

％
が
90
歳
ま
で
生
き
る
。

　

国
民
皆
年
金
が
発
足
し
た
１
９

６
１
年
時
点
の
65
歳
の
平
均
余
命

は
、
女
性
は
14
・
10
年
、
男
性
は

11
・
88
年
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の

60
年
間
で
10
年
も
長
く
な
っ
た
。

２
０
７
０
年
に
は
、
女
性
が
28
・

36
年
、
男
性
が
23
・
14
年
と
、
さ

ら
に
３
年
長
く
な
る
と
見
込
ま
れ

て
い
る
。

２
．
人
口
構
成
の
変

化
の
見
方

　

図
表
１
を
ご
ら
ん

い
た
だ
き
た
い
。
従

来
か
ら
良
く
あ
る
図

は
、
年
齢
区
分
を
65

歳
で
固
定
し
て
、
65

歳
以
上
を
高
齢
者
人

口
、
20
歳
～
64
歳
を

生
産
年
齢
人
口
と
し

て
「
高
齢
者
１
人
を

支
え
る
現
役
世
代
の

人
数
」
を
表
す
。
１

９
７
５
年
に
は
７
・

７
人
で
１
人
を
支
え

る
「
お
み
こ
し
型
」

だ
っ
た
が
、
２
０
２

０
年
は
１
・
９
人
で

１
人
を
支
え
る
「
騎

馬
戦
型
」、
２
０
７

０
年
は
１
・
26
人
で

１
人
を
支
え
る
「
肩
車
型
」
に
な

る
図
だ
。

　

し
か
し
、
見
方
を
変
え
て
、
年

齢
を
固
定
せ
ず
、「
非
就
業
者
１

人
を
支
え
る
就
業
者
の
人
数
」
で

み
る
と
、
印
象
が
激
変
す
る
。
非

就
業
者
を
支
え
る
就
業
者
の
人
数

は
、
１
９
７
５
年
の
０
・
88
人
か

ら
、
２
０
２
０
年
の
１
・
13
人
へ

と
む
し
ろ
若
干
増
え
、
２
０
７
０

Ｑ
１

Ａ
１

図表1　人口構成の変化についての見方を変えれば……

従来良くある図
65歳で固定して、
「高齢者１人を支える
 現役世代の人数」

見方を変えた図

年齢を固定せず、
「非就業者1人を支える
 就業者の人数」

7.7人 1.9人 1.26人

0.88人

1975年 2020年 2070年

1975年 2020年 2070年

1.13人 1.13人

お御輿型 騎馬戦型
も過ぎた

年齢区分に
とらわれない
全世代型の
社会保障へ

肩車型65歳以上
人口

20～64歳
人口

非就業者

就業者

※総務省「国勢調査」、社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和 5 年推計）」、
　総務省「労働力調査」、労働政策・研修機構「2018 年度 労働力需給の推計」
　年齢階級別就業率は、労働力需給推計のある 2040 年度以降一定と仮定

日本総合研究所特任研究員（前厚生労働省年金局長）　高橋　俊之

　少子高齢化が進み、人々が長く生きて長く働く社会になった中で、
年金の給付水準の見通しと、年金の受給開始時期の選択について、
Q&A方式で解説する。

長生き社会の
公的年金制度
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年
は
１
・
13
人
で
概
ね
同
じ
だ
。

高
齢
者
や
女
性
の
就
労
の
増
加
が
、

分
母
の
就
業
者
を
増
や
し
て
い
る
。

　

従
来
の
年
齢
を
固
定
し
た
見
方

に
と
ら
わ
れ
て
、
不
安
に
な
ら
な

い
こ
と
が
大
切
だ
。

３
．
拠
出
期
間
の

伸
び
と
年
金

　

戦
前
か
ら
戦
後

に
か
け
て
は
、
55

歳
定
年
が
一
般
的

だ
っ
た
が
、
昭
和

の
終
わ
り
頃
に
は
、

60
歳
定
年
が
一
般

的
と
な
っ
た
。
１

９
８
５
年
の
年
金

制
度
改
正
で
は
、

平
均
32
年
の
加
入

期
間
が
40
年
加
入

に
伸
び
る
こ
と
か

ら
、
給
付
水
準
を

維
持
し
な
が
ら
、

厚
生
年
金
の
給
付

乗
率
を
徐
々
に
引

き
下
げ
て
、
保
険

料
の
高
騰
を
防
い

だ
。

　

平
均
余
命
の
伸

び
に
合
わ
せ
、
定

年
が
55
歳
か
ら
60
歳
以
上
と
な
り
、

定
年
の
引
上
げ
、
継
続
雇
用
制
度

の
導
入
等
65
歳
ま
で
の
雇
用
確
保

措
置
が
義
務
化
さ
れ
た
。
こ
れ
と

歩
調
を
合
わ
せ
て
、
厚
生
年
金
の

支
給
開
始
年
齢
も
、
制
度
発
足
当

初
の
55
歳
開
始
か
ら
60
歳
開
始
を

経
て
、
65
歳
へ
の
引
上
げ
は
、
男

性
は
２
０
２
５
年
、
女
性
は
２
０

３
０
年
に
完
成
す
る
。
こ
の
60
年

間
で
、
平
均
余
命
が
10
年
程
度
伸

び
た
こ
と
に
伴
い
、
定
年
も
年
金

の
支
給
開
始
も
10
年
延
長
し
た
の

は
自
然
な
流
れ
だ
。

　

出
生
率
の
低
下
に
よ
り
、
少
子

高
齢
化
が
進
ん
だ
こ
と
か
ら
、
２

０
０
４
年
の
年
金
制
度
改
正
で
は
、

保
険
料
の
引
上
げ
、
基
礎
年
金
の

国
庫
負
担
率
の
２
分
の
１
へ
の
引

上
げ
、
積
立
金
の
活
用
を
行
っ
た

う
え
で
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド

が
導
入
さ
れ
た
。

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
は
、
保

険
料
の
高
騰
を
防
ぐ
た
め
、
被
保

険
者
の
減
少
率
と
、
平
均
余
命
の

伸
び
分
に
よ
る
調
整
率
を
、
年
金

額
の
賃
金
と
物
価
に
よ
る
改
定
率

か
ら
差
し
引
く
こ
と
で
、
名
目
額

は
下
げ
ず
に
、
少
し
ず
つ
、
給
付

水
準
を
調
整
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
り
、

概
ね
２
割
程
度
の
給
付
水
準
の
引

下
げ
が
緩
や
か
に
進
む
。
し
か
し

こ
れ
は
、
40
年
で
拠
出
期
間
を
固

定
し
た
モ
デ
ル
年
金
で
比
較
し
た

場
合
で
あ
る
。

　

実
際
は
、
平
均
余
命
の
伸
び
に

伴
い
、
就
労
期
間
が
伸
び
、
保
険

料
の
拠
出
期
間
も
伸
び
る
た
め
、

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
給

付
水
準
の
低
下
を
補
う
こ
と
が
で

き
る
。
２
０
１
９
年
財
政
検
証
で

は
、
66
歳
９
月
ま
で
就
労
し
、
繰

下
げ
受
給
を
選
択
す
れ
ば
、
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
調
整
後
で
も
、

現
在
と
同
じ
所
得
代
替
率
が
確
保

で
き
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。

　

公
的
年
金
制
度
は
、「
45
年
拠

出
」
の
視
点
で
み
る
こ
と
で
、
少

子
高
齢
化
で
も
年
金
水
準
を
確
保

で
き
る
道
筋
が
理
解
で
き
る
（
図

表
２
参
照
）。

図表2　平均余命の伸びと年金制度

年金制度が
できた頃

その後

現在から
将来

３２年拠出

40年拠出

45年拠出

年金受給

年金受給

年金受給

75～80歳
ぐらいまで生きる

80～85歳
ぐらいまで生きる

85～90歳
ぐらいまで生きる

給付乗率を下げても
拠出期間の伸びによ
り年金水準は維持
（昭和60年改正）

マクロ経済スライドに
よる水準調整は、拠出
期間の伸びによって
補える

55歳定年
55歳支給開始

60歳定年
60歳支給開始

65歳定年
65歳支給開始

繰下げ増額
も活用

就労期間の伸び
↓

拠出期間の伸び

平均余命の伸び
↓

受給期間の伸び
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２
０
２
４
年
４
月
の
年
金

額
改
定
で
は
、
年
金
支
給
額
が

増
え
た
が
、
物
価
上
昇
と
比
べ

れ
ば
、
実
質
的
に
目
減
り
で
は

な
い
か
？

　
　
　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調

整
期
間
中
は
、
賃
金
や
物
価
の

上
昇
に
年
金
額
改
定
が
追
い
つ

か
な
い
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
そ

れ
を
見
込
ん
だ
老
後
の
生
活
設

計
が
大
切
。

【
解
説
】�

１
．
賃
金
や
物
価
に
応
じ
た
年
金

額
改
定

　

公
的
年
金
の
特
徴
は
、
賃
金
や

物
価
に
応
じ
た
年
金
額
改
定
が
あ

る
こ
と
だ
。
67
歳
ま
で
の
年
金
の

年
金
額
は
、
賃
金
ス
ラ
イ
ド
で
、

現
役
の
賃
金
水
準
と
の
バ
ラ
ン
ス

を
維
持
し
、
68
歳
か
ら
の
年
金
額

は
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
で
、
実
質
価

値
（
購
買
力
）
の
維
持
が
基
本
ル

ー
ル
だ
。
賃
金
ス
ラ
イ
ド
が
３
年

度
平
均
の
賃
金
変
動
率
を
使
っ
て

い
る
の
で
、
65
歳
に
到
達
す
る
直

前
ま
で
の
賃
金
変
動
を
年
金
額
に

反
映
す
る
た
め
、
67
歳
ま
で
賃
金

ス
ラ
イ
ド
が
適
用
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
賃
金
変
動
率
が
物
価

変
動
率
よ
り
低
い
実
質
賃
金
が
マ

イ
ナ
ス
の
場
合
は
、
支
え
手
で
あ

る
現
役
世
代
の
負
担
能
力
に
応
じ

た
給
付
と
す
る
た
め
、
68
歳
以
降

の
年
金
も
賃
金
ス
ラ
イ
ド
と
な
る
。

２
．
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整

　

年
金
額
の
改
定
で
は
、
賃
金
と

物
価
に
よ
る
改
定
率
か
ら
、
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
率
が
差
し

引
か
れ
る
。
こ
の
調
整
率
は
、
公

的
年
金
全
体
の
被
保
険
者
数
の
減

少
率
と
、
平
均
余
命
の
伸
び
分
を

合
計
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
は
、
保

険
料
、
国
庫
負
担
と
積
立
金
に
よ

る
財
源
に
見
合
う
よ
う
給
付
水
準

を
調
整
す
る
も
の
で
、
１
０
０
年

間
の
財
政
計
算
で
バ
ラ
ン
ス
す
る

時
点
で
、
調
整
が
終
了
す
る
。
２

０
１
９
年
の
財
政
検
証
（
ケ
ー
ス

Ⅲ
）
で
は
、
２
０
４
７
年
度
ま
で

調
整
が
続
く
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。

　

賃
金
・
物
価
に
よ
る
改
定
率
が

ゼ
ロ
か
マ
イ
ナ
ス
の
と
き
は
調
整

を
行
わ
ず
、
未
調
整
分
は
翌
年
度

以
降
に
繰
越
さ
れ
、
賃
金
や
物
価

が
上
昇
し
た
と
き
に
反
映
さ
れ
る
。

３
．
２
０
２
４
年
度
年
金
額
改
定

　

２
０
２
４
年
度
の
年
金
額
改
定

は
、
前
年
の
２
０
２
３
年
の
物
価

変
動
率
が
３
・
２
％
の
大
幅
上
昇

と
な
り
、
直
近
３
年
度
平
均
の
賃

金
変
動
率
も
３
・
１
％
の
上
昇
と

な
っ
た
。
賃
金
変
動
が
物
価
変
動

を
下
回
っ
た
の
で
、
年
金
額
は
賃

金
変
動
率
で
改
定
さ
れ
る
。

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
率

は
、被
保
険
者
数
の
変
化
率
▲
０
・

１
％
と
、
平
均
余
命
の
伸
び
率
を

勘
案
し
た
一
定
率
▲
０
・
３
％
を

合
わ
せ
て
、
▲
０
・
４
％
の
調
整

で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
年
金
額
改

定
率
は
、
プ
ラ
ス
２
・
７
％
と
な

っ
た
。

　

マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
調
整
を

行
っ
て
い
る
途
上
で
あ
る
の
で
、

物
価
上
昇
に
年
金
額
改
定
が
少
し

追
い
つ
か
な
い
が
、
保
険
料
の
過

度
の
上
昇
を
避
け
る
た
め
に
は
、

や
む
を
得
な
い
。
将
来
の
給
付
水

準
の
低
下
を
あ
ら
か
じ
め
見
込
ん

で
、
老
後
の
生
活
設
計
を
し
て
お

く
こ
と
が
大
切
だ
。

　
　
　

こ
れ
ま
で
60
歳
か
ら
70
歳

ま
で
で
あ
っ
た
受
給
開
始
年
齢

の
選
択
の
範
囲
が
75
歳
ま
で
広

げ
ら
れ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
活

用
す
れ
ば
良
い
か
？

　
　
　

平
均
余
命
の
伸
び
に
伴
い
、

高
齢
に
な
っ
て
も
長
く
働
く
社

会
に
な
っ
た
。
受
給
開
始
を
遅

ら
せ
、
後
で
65
歳
か
ら
の
分
を

一
括
受
給
す
る
か
、
繰
下
げ
増

額
で
の
受
給
と
す
る
か
を
選
べ

る
の
で
、
ま
ず
は
数
年
待
っ
て

み
る
こ
と
を
お
勧
め
し
た
い
。

【
解
説
】�

１
．
受
給
開
始
時
期
の
選
択

　

年
金
の
支
給
開
始
年
齢
は
65
歳

で
あ
る
が
、
受
給
開
始
の
時
期
は
、

60
歳
か
ら
75
歳
ま
で
の
範
囲
で
、

自
分
で
選
べ
る
。
繰
下
げ
受
給
で

受
給
開
始
を
１
か
月
遅
ら
せ
る
ご

と
に
、
毎
年
の
年
金
額
が
０
・
７

Ｑ
２

Ａ
２

Ｑ
３

Ａ
３
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％
増
額
す
る
。
70
歳
受
給
開
始
で

あ
れ
ば
42
％
も
増
額
す
る
。
２
０

２
０
年
の
年
金
制
度
改
正
で
、
繰

下
げ
受
給
の
範
囲
が
75
歳
ま
で
拡

大
さ
れ
た
。
75
歳
受
給
開
始
で
あ

れ
ば
、
84
％
増
額
す
る
。

　

老
齢
基
礎
年
金
と
老
齢
厚
生
年

金
の
両
方
を
繰
下
げ
る
こ
と
も
で

き
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
繰
下
げ
る

こ
と
も
で
き
る
。
２
０
２
２
年
度

末
の
70
歳
時
点
で
の
繰
下
げ
受
給

の
利
用
状
況
は
、
老
齢
基
礎
年
金

で
２
・
８
％
、
老
齢
厚
生
年
金
で

２
・
１
％
で
あ
り
、
ま
だ
少
な
い

が
、
年
々
増
え
て
い

る
。

　

逆
に
、
65
歳
よ
り

早
く
受
給
開
始
す
る

繰
上
げ
受
給
を
す
る

と
、
１
か
月
に
つ
き

０
・
４
％
減
額
し
、

こ
れ
が
生
涯
続
く
の

で
、
慎
重
に
し
た
い
。

利
用
者
は
８
・
３
％

で
あ
り
、
年
々
減
っ

て
い
る
。

２
．
繰
下
げ
待
機
後

　

の
選
択

　

65
歳
か
ら
の
年
金

の
受
給
を
開
始
せ
ず

に
待
っ
て
い
る
繰
下

げ
待
機
の
状
態
で
あ

れ
ば
、
繰
下
げ
受
給

を
す
る
か
否
か
、
後
で
選
択
で
き

る
。

　

70
歳
ま
で
の
時
点
で
あ
れ
ば
、

そ
の
時
点
か
ら
の
繰
下
げ
受
給
か
、

65
歳
に
遡
っ
た
受
給
開
始
か
、
選

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
70
歳
以
降
の

時
点
の
場
合
は
、
５
年
の
時
効
に

か
か
ら
な
い
よ
う
、
そ
の
時
点
か

ら
の
繰
下
げ
受
給
か
、
５
年
前
の

時
点
で
繰
下
げ
申
し
出
を
し
た
と

み
な
し
た
受
給
開
始
か
を
、
選
択

で
き
る
。
65
歳
の
時
点
で
、
繰
下

げ
受
給
を
利
用
し
よ
う
か
迷
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
一
旦
待
っ
て
、

後
で
選
択
す
る
使
い
方
が
便
利
だ

（
図
表
３
参
照
）。

３
．
繰
下
げ
増
額
の
メ
リ
ッ
ト

 

累
積
受
給
額
を
計
算
す
る
と
、

80
歳
の
時
点
で
、
65
歳
受
給
開
始

が
60
歳
受
給
開
始
を
上
回
る
。
ま

た
、
81
歳
の
時
点
で
、
70
歳
受
給

開
始
が
65
歳
受
給
開
始
を
上
回
る
。

65
歳
時
点
に
お
け
る
平
均
余
命
の

年
齢
は
、
男
84
・
97
歳
、
女
89
・

88
歳
な
の
で
、
平
均
余
命
の
年
齢

よ
り
も
早
く
、
累
積
受
給
額
が
上

回
る
計
算
だ
。

　

し
か
も
、
例
え
ば
70
歳
で
請
求

す
る
場
合
は
、
70
歳
か
ら
の
繰
下

げ
受
給
と
、
65
歳
受
給
開
始
を
選

べ
る
た
め
、
70
歳
ま
で
生
き
た
人

の
平
均
余
命
の
年
齢
は
、
男
86
・

09
歳
、
女
90
・
45
歳
で
あ
る
こ
と

も
考
え
る
と
、
70
歳
ぐ
ら
い
ま
で

の
繰
下
げ
受
給
を
検
討
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
た
い
。
今
後
、
マ
ク

ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
で
２
割
程
度
の

年
金
水
準
の
調
整
が
さ
れ
る
の
で
、

２
～
３
年
程
度
の
繰
下
げ
受
給
を

す
る
と
、
こ
れ
を
打
ち
消
せ
る
計

算
と
な
る
。

　

年
金
制
度
は
、
人
が
何
歳
ま
で

生
き
る
か
分
か
ら
な
い
中
で
、
終

身
の
年
金
給
付
に
よ
る
所
得
保
障

を
行
う
「
保
険
」
制
度
で
あ
る
か

ら
、
本
来
、
何
歳
ま
で
生
き
れ
ば

損
か
得
か
、
と
い
っ
た
議
論
に
は

な
じ
ま
な
い
。
元
気
な
う
ち
は
で

き
る
だ
け
長
く
働
き
、
繰
下
げ
受

給
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
増
額
し

た
年
金
を
生
涯
受
給
で
き
る
安
心

を
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。

図表3　受給開始時期の選択（例）

70歳の時点での請求 75歳の時点での請求
①繰下げ受給を選択した場合

②繰下げないで受給を選択した場合 ②５年前時点からの繰下げ受給を選択した場合

５年前時点での繰下げ
申し出みなし制度

①繰下げ受給を選択した場合

42%増額
（5年待機分）

42%増額
（5年待機分）

84%増額
（10年待機分）

65歳
（受給権発生）

65歳
（受給権発生）

65歳
（受給権発生） 65歳

（受給権発生）

70歳
請求

（繰下げ申出）

70歳
請求

（繰下げ申出）

70歳
請求 70歳 70歳

請求

５年以内の分を
一括して受取り

５年以内の分を
一括して受取り

繰下げ待機繰下げ待機

繰下げ待機


